
森林環境税等の活用に向けた基本方針   

令和７年４月１日改定 

 自 令和４年４月 １日 

期 間 

 至 令和９年３月３１日 

光 市





１ 目的 

温室効果ガス排出削減目標の達成や頻発する甚大な自然災害防止など、森林の

有する公益的機能の重要性が高まる中、日本の森林の約４割を占める人工林は、

長引く木材価格の低迷や森林所有者の高齢化・不在村化等により整備が行き届か

ない状況が危惧されています。 

このため、国において、適切な森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保す

る観点から、森林環境税及び森林環境譲与税（以下「森林環境税等」という。）が

創設されたところです。 

森林環境譲与税（以下「本税」という。）を活用して、平成３０年５月に成立し

た森林経営管理法を踏まえ、間伐等による適切な森林整備や人材育成・担い手の

確保、木材利用の促進や普及啓発等を全国の市町村が主体となり進めることが期

待されています。 

    光市においては、本税を有効活用するため、地域の実状に応じた効果的な取組 

を進め、その取組が広く市民に理解されるよう本方針を定めます。 

２ 地域概況 

本市は、山口県の南東部に位置する瀬戸内海に面した、面積約９２平方キロメー

トルのコンパクトなまちです。 

古くより海上交通の要衝として栄えてきましたが、戦前に河口部の海岸が埋め立 

てられ、海軍工廠が置かれたことにより軍都に変貌を遂げましたが、戦後は工場等

の誘致によって、近代的工業都市として発展してきました。 

一方、西部及び南部の沿岸地区には、瀬戸内海国立公園の一角を成す室積・虹

ケ浜海岸の白砂青松の海岸が広がり、東部内陸部においては、石城山県立自然公

園に代表される緑豊かな自然環境に囲まれており、市では「自然敬愛都市宣言」

を基本とするまちづくりを進めています。 

３ 現状と課題

(１) 森林資源 

光市の「林野率（指数 80）」と「人工林率（指数 85）」はともに、全国平均と

比較して約２割を下回る水準にあります。 

また、このうち、私有林の「人工林面積（指数 41）」は、全国平均の約４割と

低水準であることから、スギ・ヒノキ等の人工林を主体とした木材生産活動は

限定的と推測されます。 

（２）森林環境税等 

ア 本税の交付額は、全国平均の５割以下（指数 48）の約１千万円／年と少額

であることから、効果的な取組を検討する必要があります。 

イ 「単位面積当たり譲与税額」は、全国平均を約２割（指数 117）上回ること



から、広く一般市民に配慮した取組を検討する必要があります。 

※「単位面積当たり譲与税額（千円/ha）」：森林環境譲与税額を私有林人工林面積で除した
値で、森林面積が少なく人口が多い「都市部」において値が高まる傾向が顕著である。 

 【参考１】森林環境譲与税の交付額の推移予測              単位：千円 

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

交付額 4,403 9,358 9,326 11,260 11,260 13,924 13,924 13,924 

累計額 － 13,761 23,087 34,347 45,607 59,531 73,455 87,379 

                                  ※Ｒ６以降見込み額 

（３）自然敬愛都市の実現 

   「自然敬愛都市宣言」のまちとして、白砂青松の室積・虹ケ浜海岸や原生樹林

のある石城山県立自然公園などの恵み豊かな自然環境や生物の多様性を積極的

に保全し、次世代に良好な状態で継承する必要があります。  

４ 取組項目 

(１) 森林整備の推進 

 (２) 人材育成・担い手の確保 

 (３) 公益的機能に関する普及啓発 

 (４) 木材の利用促進 

【参考２】 

５ 具体的な取組内容 

(１) 森林整備の推進 

温室効果ガスの吸収や災害防止をはじめとする森林が有する公益的機能の 

様々な役割の維持・向上に寄与することを目的に以下の事業を実施します。

ア 私有林での森林整備 

新たな「森林経営管理制度」と既存の「森林経営計画制度」による一体的

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（令和２年４月１日施行）  

～ 抜粋 ～ 

第３４条第１項（森林環境譲与税の使途） 

 市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充て

なければならない。 

 １ 森林の整備に関する施策 

 ２ 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普

及啓発、木材の利用（公共建築物における木材の利用の促進に関する法律第２条第

２項に規定する木材の利用をいう。）の促進その他の森林の整備の促進に関する施策



な取組を行うことで、間伐施業を主体とした森林整備を推進します。 

（ア）森林経営計画未認定森林 

      本市の森林経営計画の未認定森林面積の約４割（40％）を対象に、先ず

は、森林組合等への委託による経営管理に誘導するよう、森林経営計画へ

の参画を促すこととし、これが困難な場合は市主体による森林経営管理制 

度の運用を図ります。 

（イ）森林経営計画認定森林 

本市の森林経営計画の認定率は約６割(60％)で、全国平均の約３割

(29％)を大きく上回るが、その整備率は低迷していることから、補助事業

等の活用により整備の加速化を図ります。 

イ 環境保全対策の推進 

  海岸松林等に代表される本市固有の森林の整備を推進することで、恵み豊

かな自然環境の保全を図ります。 

【参考３】 

 (２) 担い手の確保・育成 

     森林の適正な管理を着実に実施するため、地域林業の中核となる森林組合を

主体とした地域関係者と連携し、安全教育や各種資格取得に要する費用を支援

することで、担い手の確保・育成に努めます。 

(３) 公益的機能に関する普及啓発 

森林が有する公益的機能の維持・向上に必要な森林整備について広く理解を

深めるため、一般市民等を対象とした「森林体験学習」や「木育活動」に取り

組みます。 

(４) 木材利用の促進 

多くの市民が集う公共施設の木造化・木質化を推進することにより、木材と

の触れ合う機会を創出し、その良さを体感してもらい、木材の地産・地消機運

の醸成を図ります。 

６ 留意点 

森林経営管理法（平成３１年４月１日施行）  

～ 抜粋 ～ 

第３条 森林所有者は、その権現に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を

実施することにより、経営管理を行わなければならない。 

２ 市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるようこの 

法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。



(１) 森林環境税等は、国民に新たな税負担を求めることから、取組効果が期待で

きる新規施策に使用することを基本とします。 

(２) 森林環境税等の使途に関する法令上の規定があることから、一般財源と区分  

し、基金を創設することで、適正な事業執行と財源管理を図ります。 

(３) 市民に対して森林環境税等の活用内容を周知するため、使途の内容と効果を

公表します。 

７ その他 

本方針は、法改正や取組の進捗状況、情勢変化等に応じて随時見直していきます。  


